
居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書

居宅療装管理指導または介護予防居宅療養管震指革 (以 下、「居宅療楽管理指導等」という,)サービスの提

供開始にあたり、厚生芳働省令第37号第 8条に基づいて、当事業者が          様に説明すべ

き「、要事項は次の通りです。

1 事業・者概要  (養媛県知 ,身旨定居宅療養管理指導サービス事笑者)

ひだまりJユ剤薬局

松山市高同町028心地 ユ

愛

'江

県指定 3840143つ 23 号

Dサ ポー ト株式会社 代表取締役 矢野貴裕

ひだより嗣剤英局 本店

松山市清水庄 3,日 1554地 6 1附

愛媛県将定 3840144970 号

Dサボー ト株式会社 代表取締役 矢Ⅲ予資浴

事業所名称

缶定ヽ号

代表著名

電話器;

2 事業の目的と運普方針

事業の目的

要介護状態または要支援状態にあり、主治のl央 師年が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認め

た利用者に対し、ひだより調剤楽局の薬剤師が適正な居宅療差咎理指導毎を提供することを国的とします。

運営の方針

①利用者の意思及び人格を単気し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援半業者、他の居宅サービスキ業者その他の保歩建、医療、福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めまi
③利用者の療養に資する年の観ほから、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な睛報を提供する以外、業

務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に,・用らすことはいたしません。

3 提供するサー ビス

当事業者がご提供するサー ビスは以下の通 りです。

≪居宅療養管理指導等サー ビス》

O当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を～
i珂 剤するとともに、利用者の居宅を訪問し、

茶剤の保督・竹理や使用等に関するごf完 明を行うことにより、薬剤を有′夕
‐
力かつ安全にど使用いただけるよう努

めます。

②サービスのご提供に当たっては、懇切丁準に行い、分かりやすくご説明いたします。もし茶について分から

ないことや心西己なことがあれば、担当の薬剤師にご速になく質問・相談してください。

注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。

4 用と員等の体制

当事業所の″議員体制は以下の遜 りです

1)従 業者の1歳価

2)員 数

3)通常の範」務体制

①居宅療楽管理指導サービス費として
(ア) 単―フたす物居イとを 二人に対 ίてイ〒う塀谷  51A田

(イ ) 単一建物居住者 2人以上 9以 下に対 し行 う場合  379日

5 担当薬剤師

《担当楽剤師は以下の通りです≫

担当薬剤師 :①ひだまり調剤薬局 本店  河野 貞美子、岩田友美

②ひだまり調剤薬局     河野 党治郎、河野貞突子、 .・ 浪結衣

責任者 i河野覚治郎 (ひだより調剤薬局・松山市高岡町628番地 1)

①担当薬剤師は、常に身分証を携祥しておりますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。

②利用者イエ、いつでも担当薬斉1師の変更を中し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの

目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。

③当事k所は担当楽剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当楽剤師を変更することがあり

ます。 (その場合には、事前に利用者の同意を得ることといた します。)

6 営業̀同 時

当丼笑所の営業時 口時は、次の通 りです。

①営業日 月曜日から土昭口まで。l日 し に=世民の祝祭日及び 年末年始 (1月 1日 ～1月 3日 )とお盆 (8月

15日 )を除きます。

②営業時間

ひだまり調剤薬局 本店 月曜日～金昭日)8,OO～ 16:30 と
'l七

日)9:OO～ 12:OO
ひだまり調剤英局    月「と日ヽ金曜日)9:OO～ 18:OO 土曜日)9:00～ 13:OO

※両店舗とも時間外は緊急電話に転送

7 緊急時の対応筆

①緊急時等の体制として、携杵電話等により24時間甘時連絡が可能な体制を取つています.

②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。

S 利用料

《サー ビスの利用料は、以下の通 りです》

介護保険制度の規定により、以下の通 り定められています (一割負担の場合 )

12 音情 申立窓口

当事業所のサー ビス提供に当た り、苦消や相談があれば、下。己までご連絡 ください。

①連絡先:ひだまり調剤栗局

②電話番号:089-968-8711
③担当者名: 河野覧治郎

ひだまり調剤楽局 本店

1)薬 剤師

2)常勤者 1名 非常勤者 2名

3)勤務時間‐8110～ 16BO(月 ～金)

911Xl～ 12:OO(■ )

(常勤者 :月 ～七のうち週 40時間)

ひだまり調剤薬局

1)薬 剤師

2)常勤者 2名  非常勤者 2名

3)勤務時間‐900～ 1800(月 ～金)

9 1Xl～ 13:00(■ )

(常勤者 i月 ～上のうち週40時間)

1)事 務員

2)常勤者 1名  非常動者 1名

3)勤務時間‐9つ 0～ 18110(月 ～毎́)

900～ 1200(■ )

1)事務員

2)常助者2名  非常勤を2名

3)勤務時間-9:(Xl～ 18i∞ (月 ～金)

900～ 1300(■ )

(ウ ) (ア )及び (イ )以外の場合 342円
(工 ) 睛線通信機器を用いたЛ礎薬指導の場合 46円

算定する日の間隔は6国 以上、かつ月4回 を限度として算定できる。ただし、中心静脈栄養法の患者、注射に

よる麻薬投与が必要な患者及び末期の悪性腫瘍の悪者については、週 2回月8回まで算定できる。

②麻茶等の特別な薬却Iが使用されている場合

・麻茶管理指導加第として1回 当たり100日加算します (① に加算)。

③医療用麻メ〔ζ持統注射療法を行つている場合

・医療用麻楽持続注射療法加算として1回 当たり250円加第します (①に加算)。

④在宅中心静脈栄養法を行っている場合

・在宅中心l争脈栄養法加算として 1回 当たり150円加算します (①に加算)。

*上。己の他、健康保険法伸にメ
‐
づき、爽、代や楽剤の調剤に係わる費用の 1部及び容器代をご負担いただく場合

もございます。

*上。己の利用料年は厚生労働省告示第124号に基づき算定しております。算定基準が改定された場合、改定

後の最新の利用料を適用日より算定します。

キ居宅療褒管理指導貨及び介護予防居宅療養咎理指導費に保るサービス利用料は同じです。

9 事故発生時の対応、11害貝●・償について

利用者に対するサービスの提供により事故が亮生した場合、市町村、利用者の家族、主治医、当該利用者に係

る居宅介護支援事業者に連絡を行うと共に、必要な措縦を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は

嶺書賠償を速やかに行います.

iO 虐待の防止について

音事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止年のために、次にあげるとおり必要な措置を:離 じます。

③と待防止に関する資任者を選定しています。

②虐待防止に関する指針を整備しています。

③成年後え制度の利用を支援します。

①従業者に対するた待防止を啓売、普及するための研修を実施しています。

③サービス提供中に、従来者又は装護者 (利用者の家族律高齢者を現に養護する者)に よる虐待を受けたと思

われる利用者を発見した場合、速やわЧこ、これを市町村・関係機関に通総します。

11 業務継焼計画の策定等

当事業̀者 は、感染症や非常災書の発生年において、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう

業務継続計画を策定するとともに、必要な研修及び訂‖練を定期的に実施します。

(乙)当 事業者は、甲1に対する居宅療養奮棄指導争サービスの提供に当たり、口甲 1、 口甲2に対して、f【

要事項等説明きに基づき、サービス内容及び電_万卒頭を説明いたしました。

(甲 )私は、亀_ア事項年説明番に基づき、とか らサー ビス内容及びt要事項の説明を受けました。

(口 1)利 用者

住所

と。こ著名′と、氏名 (続柄 !

令和   年   月   日

(乙)居宅療養管理指導サー ビスfr業
`者

主たる 11来所所在地  ひだま り、ユ同剤薬局 木店 松山市消水町 3f国 155活 地 6 1陪

ひだまり調斉1英局    松山市r.l岡 町 628番 地 1

(甲 2)利用者の家族または代理人

住所

事業者 (法人名)名  DIサ ポー ト株式会社

代表者名      代表取締役 矢野貴俗

責任者 ひだまり調剤楽局 本店

氏 名  河野真交子

)が代行 しました。

日J

事業所名 ひだ
=り

調剤薬局 本店、ひだまり調ァfl楽 局

印

資任者 ひだまり調斉1茶局

説明者

個人情▼侵の提供及び処方隻争の取り扱いに関して  □同意する  日同意しない


